
                 

第三期守谷市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュールについて 

 

子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づき、５年を一期とする市町村子ども・子育て支援

事業計画を定めるものとなっていることから、令和７年度を始期とする第三期子ども・子育て支

援事業計画策定を次のスケジュールで進めます。 

 

 

期日 内容 

令和５年１０月 ５日  子ども・子育て分科会にスケジュールを報告。 

令和５年１０月１８日 保健福祉審議会にスケジュールを報告。 

令和５年１２月 子ども・子育て分科会にアンケート設問案の提示。 

令和６年１月 保健福祉審議会にアンケート設問案の提示。 

令和６年２月 アンケート発送。 

令和６年５月 子ども・子育て分科会にアンケート回収・集計・分析結果を報告。 

令和６年５月 保健福祉審議会にアンケート回収・集計・分析結果を報告。 

令和６年１０月 子ども・子育て分科会に計画骨子案・素案の提示。 

令和６年１０月 保健福祉審議会に計画骨子案・素案の提示、諮問。 

令和６年１１月 計画案修正、内部承認。 

令和７年２月 計画案のパブリックコメントの実施。 

令和７年３月 
子ども・子育て分科会にパブリックコメントの結果及び対応を報

告。 

令和７年３月 
保健福祉審議会にパブリックコメントの結果及び対応を報告、答

申。 
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